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パシフィック好配当株式ファンド（毎月分配型） （愛称：パシフィック・オーシャンズ） 

2011 年 8 月 8 日における基準価額変動について 
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2011 年 8 月 8 日、パシフィック好配当株式ファンドの基準価額が前日比 5％以上下落いたしまし

たので、ご報告申し上げます。 

 

2011 年 8 月 8 日のパシフィック好配当株式ファンドの基準価額は 8,360 円となり、前日比▲580

円、6.5％の下落となりました。今回の基準価額の変動の主な理由は、以下の通りです。 

 

8 月 8 日の基準価額算出の基準となる 5 日、米国景気後退懸念を背景とした投資家のリスク回避

行動が、世界的な株価下落をもたらしました。また、それに伴って安全通貨とされる日本円を買う動

きが進行し、円高が一段と進行したことも、ファンドの基準価額にマイナスの影響となりました。 

 

 

主要指数等の動き 

2011/08/04 2011/08/05 変化率
オーストラリアS&P/ASX200指数 4,276.50 4,105.40 -4.0%
ニュージーランドNZSX 浮動株50トータルリターン 3,377.78 3,276.51 -3.0%
香港ハンセン指数 21,884.74 20,946.14 -4.3%
シンガポールST指数 3,107.01 2,994.78 -3.6%  
出所：Bloomberg 

 

2011/08/04 2011/08/05 変化率
豪ドル 85.09 82.34 -3.2%
ニュージーランド・ドル 68.00 65.78 -3.3%
香港ドル 10.24 10.06 -1.8%
シンガポール・ドル 65.92 64.36 -2.4%  
当ファンドの主要投資対象である BNY メロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス)の純資産価格算

出時に使用されるレートです。 
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＜ファンドのリスク＞ 
 当ファンドは、国内外の投資信託証券を主要投資対象としていますので、投資する投資信託証券

の基準価額の変動により、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。 
 当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還金額が投資

元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、

すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預金保険または保険契約者保護機構の対象ではあり

ません。 
 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「為替変動リスク」などがあり

ます。 
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧下さい。 
 
＜お客様にご負担いただく費用＞ 
お客様には以下の費用をご負担いただきます。 

 直接ご負担いただく費用 
○購入時手数料： 

3.15％（税抜 3.0％）を上限として、販売会社が定める申込手数料率を購入申込日の翌営業日の

基準価額に乗じて得た額となります。 
○信託財産留保額：換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.20％を乗じて得た額とします。 

 間接的にご負担いただく費用 
 ○信託報酬  

当ファンドの純資産総額に年 0.882％（税抜年 0.84％）の率を乗じて得た額とします。運用管理費

用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。 
※上記のほか、主要投資対象である外国投資信託証券の運用報酬（年 0.80％）を信託財産より

ご負担いただきます。ファンドにかかる実質的な信託報酬は、1.682％程度（概算）です。  
○その他の費用 

上記のほか、監査費用および信託事務諸費用、当ファンドの組入れ有価証券等の売買に係る売

買委託手数料等が、信託財産より支払われますが、これらの費用については、運用状況等により

変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 
（その他の費用については、資産規模および運用状況等により変動しますので、事前に料率、上

限額等を表示することができません。）  
※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示す

ることができません。 
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧下さい。 
 

● 設定・運用は 

BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 406 号 

〔加入協会〕社団法人 投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会 
 

 
 
 


